
 
 

社会福祉法人福島県社会福祉協議会 

定款施行細則 

 

（施行細則） 

第１条 本会の定款第４２条による施行細則をここに定める。 

 

（理事の選出区分） 

第２条 定款第１０条第１項に規定する理事の選任にあたっては、次の選出区分により

行う。 

（１）市町村社会福祉協議会の代表者で市町村社会福祉協議会連絡協議会から推薦さ

れた者 ６名 

（２）社会福祉法人を経営する者又は社会福祉施設の代表者 ３名 

（３）ボランティア活動を行う者等社会福祉に関係のある団体の代表者 ３名 

（４）学識経験者 ３名 

 

（監事の選出区分） 

第３条 定款第１０条第２項に規定する監事の選任にあたっては、次の選出区分により

行う。 

（１）市町村社会福祉協議会の代表者で市町村社会福祉協議会連絡協議会から推薦さ

れた者 １名 

（２）学識経験者 ２名（組織経営に精通した者１名及び会計に精通した者１名） 

 

（評議員の選出区分） 

第４条 定款第１７条に規定する評議員の委嘱にあたっては、次の選出区分により行う。 

（１）市町村社会福祉協議会の代表者で市町村社会福祉協議会連絡協議会から推薦 

された者 ９名 

（２）社会福祉施設の代表者 ８名 

（３）社会福祉に関係のある団体の代表者 ７名 

（４）学識経験者 ７名 

 

（法人の運営に関する規程） 

第５条 定款第１６条第１項の(７)に定める法人の運営に関する規程は、次のとおりと

する。 

（１）会員及び会費に関する規程 

（２）部会・委員会及び協議会規程 

（３）財政運用基金規程 

（４）社会福祉センタ－基金規程 

 



 
 

    附  則 

  この施行細則は、昭和４１年１１月３０日から施行する。 

    附  則 

  この施行細則は、昭和４９年３月１３日から施行する。 

    附  則 

  この施行細則は、昭和５８年１２月１６日から施行する。 

    附  則 

  この施行細則は、平成６年７月２１日から施行する。 

   附  則 

 １ この施行細則は、平成９年４月１日から施行する。 

 ２ この施行細則の施行時、第２条の（１）、第３条の（１）及び第４条の（１）に

規定する市町村社会福祉協議会連絡協議会が発足していない場合には、市町村社

会福祉協議会連絡協議会発足の準備のために開催する市町村社会福祉協議会の代

表者の会議で決定した者を市町村社会福祉協議会連絡協議会から推薦された者と

みなす。 

   附  則 

 この施行細則は、平成１０年３月２０日から施行する。 

   附  則 

 この施行細則は、平成１３年６月１９日から施行する。 

   附  則 

 この施行細則は、平成１５年４月２８日から施行する。 

   附  則 

 この施行細則は、平成１５年５月１６日から施行する。 

   附  則 

 この施行細則は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この定款施行細則は、平成１９年４月５日から施行する。 


